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第１３表　職種別、企業規模別、学歴別給与額

　その１　公民給与比較の職種

　（１）　規　模　計

調　査 平均

　職　　種　　名 きまって支給 うち時間 (A)-(B) 備　　　考

実人員 年齢 する給与(A) 外 手 当

(B)

人 歳 円 円 円

支店長 10 48.1 658,998 29 658,969

大　学　卒 4 45.2 669,393 　　－ 669,393

短　大　卒 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

高　校　卒 6 50.1 651,791 48 651,743

中　学　卒 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

工場長 6 55.9 740,913 　　－ 740,913

大　学　卒 3 56.9 752,852 　　－ 752,852

短　大　卒 1 Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ

高　校　卒 2 51.4 680,025 　　－ 680,025

中　学　卒 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

事務部長 127 53.3 700,661 1,996 698,665

大　学　卒 96 53.5 715,367 1,359 714,008

短　大　卒 10 50.4 592,674 996 591,678

高　校　卒 21 53.7 678,931 5,634 673,297

中　学　卒 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

技術部長 127 51.6 677,341 1,093 676,248

大　学　卒 80 51.8 699,527 1,637 697,890

短　大　卒 20 49.9 631,618 　　－ 631,618

高　校　卒 26 52.2 637,499 55 637,444

中　学　卒 1 Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ

事務部次長 46 52.8 604,907 2,228 602,679

大　学　卒 30 51.8 619,661 1,878 617,783

短　大　卒 4 52.9 531,886 　　－ 531,886

高　校　卒 12 55.4 587,849 3,661 584,188

中　学　卒 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

構成員５０人以上の
支店（社）の長（取
締役兼任者を除
く。）

令和２年４月分平均支給額
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２課以上若しくは構成

員２０人以上の部の長

または職能資格等が当

該部の長と同等と認め

られる部の長及び部長

級専門職（取締役兼任

者を除く。）

構成員５０人以上の
工場の長（取締役兼
任者を除く。）

上記部長に事故等のあ

るときの職務代行者、

職能資格等が上記部の

次長と同等と認められ

る部の次長及び部次長

級専門職または中間職

（部長－課長間）

同　　上

（注）１　「Ｘ」は、調査実人員が１人の場合である。（以下本表において同じ。）
　　　２　「中間職（部長－課長間）」とは、部長と課長の両方がいる場合で、役職、職能資
　　　　格または給与上の等級（格付）から職責が部長と課長の間に位置付けられる者をい
　　　　う。（以下（２）から（４）において同じ。）
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調　査 平均

　職　　種　　名 きまって支給 うち時間 (A)-(B) 備　　　考

実人員 年齢 する給与(A) 外 手 当

(B)

人 歳 円 円 円

技術部次長 69 51.9 592,874 674 592,200

大　学　卒 43 51.7 601,379 745 600,634

短　大　卒 8 52.4 585,964 　　－ 585,964

高　校　卒 18 52.4 572,061 762 571,299

中　学　卒 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

事務課長 247 49.2 603,324 12,556 590,768

大　学　卒 173 48.1 611,379 14,275 597,104

短　大　卒 10 47.6 515,056 316 514,740

高　校　卒 61 52.5 595,904 7,251 588,653

中　学　卒 3 53.3 502,139 97,716 404,423

技術課長 316 47.5 575,264 10,077 565,187

大　学　卒 190 46.8 591,151 10,765 580,386

短　大　卒 34 47.8 553,332 4,975 548,357

高　校　卒 90 49.6 537,304 10,374 526,930

中　学　卒 2 49.6 538,621 　　－ 538,621

事務課長代理 157 49.9 497,255 49,577 447,678

大　学　卒 99 48.9 501,092 57,451 443,641

短　大　卒 22 50.6 478,387 44,201 434,186

高　校　卒 35 51.9 495,037 33,751 461,286

中　学　卒 1 Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ

技術課長代理 65 43.5 522,978 11,216 511,762

大　学　卒 41 42.1 521,375 6,631 514,744

短　大　卒 6 46.7 532,768 42,171 490,597

高　校　卒 17 47.6 525,373 20,131 505,242

中　学　卒 1 Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ

事務係長 401 48.1 471,197 63,864 407,333

大　学　卒 177 45.5 451,962 58,747 393,215

短　大　卒 36 48.1 431,594 62,335 369,259

高　校　卒 187 50.1 491,800 68,070 423,730

中　学　卒 1 Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ

同　　上

令和２年４月分平均支給額

（注）　「中間職（課長－係長間）」とは、課長と係長の両方がいる場合で、役職、職能資格
　　　または給与上の等級（格付）から職責が課長と係長の間に位置付けられる者をいう。
　　　（以下（２）から（４）において同じ。）
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係の長及び係長級
専門職

２係以上若しくは構成

員１０人以上の課の長
または職能資格等が当

該課の長と同等と認め
られる課の長及び課長

級専門職

前記事務部次長の
備考欄参照

上記課長に事故等のあると

きの職務代行者、課長に直

属し部下に係長等の役職者

を有する者、課長に直属し

部下４人以上を有する者、

職能資格等がこれらの者と

同等と認められる課長代理

及び課長代理級専門職また

は中間職（課長－係長間）

同　　上
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調　査 平均

　職　　種　　名 きまって支給 うち時間 (A)-(B) 備　　　考

実人員 年齢 する給与(A) 外 手 当

(B)

人 歳 円 円 円

技術係長 410 47.7 495,531 66,035 429,496

大　学　卒 119 46.4 474,651 60,369 414,282

短　大　卒 38 44.4 483,679 61,494 422,185

高　校　卒 244 48.7 504,084 68,543 435,541

中　学　卒 9 46.8 518,316 71,768 446,548

事務主任 322 45.2 422,636 50,602 372,034

大　学　卒 120 39.9 417,778 52,203 365,575

短　大　卒 36 46.4 386,255 43,240 343,015

高　校　卒 162 49.1 434,762 51,460 383,302

中　学　卒 4 45.7 374,312 18,759 355,553

技術主任 522 45.3 442,413 56,954 385,459

大　学　卒 160 40.3 440,985 61,530 379,455

短　大　卒 35 44.0 421,749 37,794 383,955

高　校　卒 306 47.8 442,722 55,349 387,373

中　学　卒 21 47.3 496,291 80,160 416,131

事務係員 1,346 39.7 308,052 33,735 274,317

大　学　卒 522 34.7 316,507 41,697 274,810

短　大　卒 198 42.2 291,083 24,670 266,413

高　校　卒 617 42.6 306,746 30,653 276,093

中　学　卒 9 47.8 314,646 26,620 288,026

技術係員 1,244 37.6 326,742 32,613 294,129

大　学　卒 435 31.8 322,264 37,124 285,140

短　大　卒 148 36.4 305,507 24,417 281,090

高　校　卒 653 40.5 331,211 31,345 299,866

中　学　卒 8 43.6 387,241 57,512 329,729

令和２年４月分平均支給額

係長等のいる事業所におけ

る主任、係長等のいない事

業所における主任のうち課

長代理以上に直属し部下を

有する者、係長等のいない

事業所において職能資格等

がこれらの者と同等と認め

られる主任または中間職

（係長－係員間）

（注）　「中間職（係長－係員間）」とは、係長と係員の両方がいる場合で、役職、職能資格
　　　または給与上の等級（格付）から職責が係長と係員の間に位置付けられる者をいう。
　　　（以下（２）から（４）において同じ。）
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前記事務係長の
備考欄参照

同　　上


